
 

公益財団法人東京都保健医療公社 

 

第１ 監査の目的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が出資等を行っている

団体に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか監査を実施する。 

 

第２ 監査の対象 

 １ 監査対象団体及び局 

 （１）監査対象団体 公益財団法人東京都保健医療公社 

 （２）監査対象局  病院経営本部、福祉保健局 

 ２ 事業の内容 

 （１）事業の概要 

    公益財団法人東京都保健医療公社（以下「公社」という。）は、昭和６３年６月に設立された

団体であり、平成２年度から東部地域病院、平成５年度から多摩南部地域病院を運営している。 

    また、平成１５年４月に財団法人東京都健康推進財団が運営していたがん検診事業を引き継

ぎ、東京都がん検診センターを運営している。さらに、平成１６年４月に大久保病院、平成  

１７年４月に多摩北部医療センター（多摩老人医療センターから名称変更）、平成１８年４月

に荏原病院、平成２１年４月に豊島病院が都から移管され、表１のとおり、７施設を運営して

いる。 

なお、公社は、平成２４年４月に、公益法人制度に基づき、財団法人から公益財団法人に移

行している。 

公社は、地域医療のシステム化を推進し、包括的・合理的な医療提供体制の確立を図るため、

地域医療に関する調査・研究を行うとともに、住民が必要とする保健医療サービスの提供等を

行い、住民の医療と福祉の向上に寄与することを目的として、次の事業を行っている。 

   ア 開放型病院の設置及び運営 

   イ 地域医療に関する調査研究及びその成果の普及 

   ウ 地域医療情報の収集及び提供 

   エ がん検診に関する事業 

   オ 保健医療福祉に関する事業 

   カ その他公社の目的達成に必要な事業 
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（表１）施設の現況（平成２６．３．３１現在） 

施設名 所在地 診療科目数
重点医療 

病床数
特色ある医療 

東部地域病院 
葛飾区亀有 

5－14－1 
15 診療科

救急医療、循環器医療 
300 床

がん医療 

多摩南部地域病院 
多摩市中沢 

2－1－2 
18 診療科

救急医療、がん医療 
300 床

がん医療 

大久保病院 
新宿区歌舞伎町

2－44－1 
14 診療科

救急医療、生活習慣病医療 
300 床

腎医療、脳卒中医療、がん医療 

多摩北部医療センター 
東村山市青葉町

1－7－1 
21 診療科

救急医療、がん医療 
328 床

がん医療 

荏原病院 
大田区東雪谷 

4－5－10 
20 診療科

救急医療、集学的がん医療、脳血管疾患医療 
500 床

脳卒中医療、がん医療、高気圧酸素療法 

豊島病院 
板橋区栄町 

33-1 
22 診療科

救急医療、がん医療、脳血管疾患医療 
423 床

脳卒中医療、がん医療 

東京都がん検診センター 
府中市武蔵台 

2－9－2 
（がん検診事業） 

（注１）重点医療とは、地域に不足している医療であり、特色ある医療とは、地域の医療ニーズに的

確に応えていくために取り組んでいる医療である。 

（注２）病床数は予算病床数である。 

 

（２）都との関係 

   ア 基本財産の出えん 

     都は、公社に対し、基本財産５億１，３００万円のうち、２億円（３９．０％）を出えん

している。 

   イ 補助金の交付 

     都は、公社に対し、表２のとおり、公益財団法人東京都保健医療公社運営費補助金交付要

綱等に基づき、平成２４年度に８８億２，９２５万余円、平成２５年度に９１億２，６８２

万余円、それぞれ補助金を交付している。 

   ウ 事務の委託 

     都は、公社に対し、表３のとおり、多摩小児医療ネットワーク事業、東京都地域リハビリ

テーション支援事業等を委託しており、平成２４年度に１億２，５１６万余円、平成２５年

度に１億２，６４２万余円、それぞれ支出している。 

   エ 財産の貸付 

     都は、公社に対し、表４のとおり、土地、建物及び物品を貸し付けている。 
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（表２）都からの補助金一覧                         （単位：千円） 

所管 事業名 目的 根拠 補助率等 
交付額 

平成２４年度 平成２５年度

病 
院 
経 
営 
本 
部 

公益財団法人東京
都保健医療公社運
営費補助金 

地域医療機関との連携に基づく地
域医療のシステム化を推進すると
ともに、住民が必要とする保健医
療サービスの提供等を行い、もっ
て都民の医療と福祉の向上に寄与
する。 

公益財団法人東京
都保健医療公社運
営費補助金交付要
綱 

病院運営
事業等に
係る所要
額 

8,652,106 9,010,482

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福 
祉 
保 
健 
局 

東京都災害拠点病
院運営協力金 

災害発生時における即応体制の整
備を推進する。 

東京都災害拠点病
院設置運営要綱 

１病院
50万円

3,000 3,000

東京都災害拠点病
院応急用資器材整
備事業に関する補
助金 

災害時における重症者の医療を確
保するとともに、医療救護の体系
的整備を図る。 

東京都災害拠点病
院応急用資器材整
備事業に関する補
助金交付要綱 

10/10 2,546 3,375

東京都救急医療機
関勤務医師確保事
業補助金 

過酷な勤務状況にある救急医療に
従事する医師等の処遇改善を図
る。 

東京都救急医療機
関勤務医師確保事
業補助金交付要綱

国1/3
都1/3

64,422 42,733

休日・全夜間診療事
業（小児科）参画等
支援事業補助金 

小児医療資源が不足する圏域にお
いて、休日・全夜間診療事業の参
画の促進及び休止医療機関等の代
替を担う医療機関の機能強化を支
援することにより、地域における
小児医療体制の強化を図る。 

休日・全夜間診療
事業（小児科）参
画等支援事業補助
金交付要綱 
 

10/10 22,971 0

休日・全夜間診療事
業参画医療機関施
設整備費等補助金 

休日夜間急患センター、在宅当番
医制等の初期救急医療施設及び救
急患者の搬送機関との円滑な連携
体制のもとに、休日又は夜間にお
ける入院治療等を必要とする重症
救急患者の医療確保を目的とす
る。 

休日・全夜間診療
事業参画医療機関
施設整備費等補助
金交付要綱 

小児科 
 国1/3 
 都2/3 

周産期 
 都1/2 

17,611 5,596

東京都産科医等育
成・確保支援事業補
助金 

処遇改善を通じて、急激に減少し
ている産科医療機関及び産科医等
の確保を図るとともに、将来の産
科医療を担う医師の育成を図る。

東京都産科医等育
成・確保支援事業
補助金交付要綱 

国1/3
都1/3

6,565 6,763

東京都在宅療養児
一時受入支援事業
補助金 

在宅医療中の児の定期的医学管理
及びその保護者の労力の一時支援
を目的とする。 

東京都在宅療養児
一時受入支援事業
補助金交付要綱 

国1/3 0 789

東京都新人看護職
員研修事業費補助
金 

新人看護職員研修体制の整備を促
進し、看護の質の向上及び早期離
職防止を図る。 

東京都新人看護職
員研修事業費補助
金交付要綱 

国1/2 3,761 3,409

院内保育事業運営
費補助金 

病院等に勤務する医療従事者の離
職防止及び再就業を促進する。 

院内保育事業運営
費補助金交付要綱

国1/3
都1/3

3,968 2,274

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律に基づく報
告書等報告業務補
助金 

法に基づく公費負担医療制度の円
滑な運用及び適正な執行を図る。

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律に基づく報
告書等報告業務補
助金交付要綱 

1通につき 
3,000円

678 765

東京都感染症指定
医療機関運営事業
費補助金 

感染症患者に対する良質かつ適切
な医療の提供を確保するととも
に、指定医療機関の運営の安定化
を図る。 

東京都感染症指定
医療機関運営事業
費補助金交付要綱

1/2 51,628 47,635

交付額合計    8,829,256 9,126,821
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（表３）委託事業一覧                            （単位：千円）  

事業名 
委託料 

平成２４年度 平成２５年度 

多摩小児医療ネットワーク事業 869 285

東京都地域リハビリテーション支援事業 6,215 5,377

東京都脳卒中医療連携推進事業 4,377 2,151

精神科夜間休日救急診療事業 79,971 80,170

精神科患者身体合併症医療事業 951 1,458

重症心身障害児(者)短期入所に係る病床確保事業 11,577 12,818

高次脳機能障害支援普及事業 0 2,963

東京都生活習慣病検診従事者講習会事業 5,092 5,092

マンモグラフィ読影医師等養成研修事業 14,059 14,059

東京都におけるがん検診精度管理評価事業 2,049 2,049

合計 125,165 126,427

（注）各委託事業の金額は、表示単位未満を切り捨て、端数調整をしていないため、合計に一致しな

い場合がある。 

 

（表４）貸付資産一覧（平成２６．３．３１現在） 

病院名 
東部地域 
病  院 

多摩南部 
地域病院 

大久保 
病 院 

多摩北部医療
センター 

荏原病院 豊島病院 
東 京 都
がん検診 
センター 

貸付形態 無償 無償 無償 無償 無償 無償 有償 

土 地（㎡） 25,129.80 29,508.46 － 26,214.36 40,056.20 26,858.11 6,919.94

建 物（㎡） 

本館 
21,274.10 

宿舎棟 
2,991.60 

付属棟 
24.48 

本館 
31,795.26 
宿舎棟 
 3,842.55 
付属棟 
   8.51 

本館 
23,480.42

本館 
25,016.39

宿舎棟Ａ 
 2,537.69

宿舎棟Ｂ 
 2,177.07

看護実習控
室棟 
  97.00

ＯＡ棟 
  149.00

本館 
51,417.50

ポンプ室 
15.00

医療ｶﾞｽﾎﾞﾝ
ﾍﾞ庫 

66.00
駐車場守衛室

4.50
宿舎棟 
(看護師） 
 5,099.90

宿舎棟 
(医師） 
  432.90

本館 
48,051.83 

看護宿舎 
1,049.48 

看護宿舎 2 
1,799.68 

保育室・仮
眠棟 

697.73 

本館 
8,740.43

物
品 

主な備品の種類 物品棚等 物品棚等 － － － － － 

点 数 201 830 － － － － － 

 

 ３ 組織 

   公社は、事務所を千代田区一ツ橋一丁目２番２号（平成２６年４月に千代田区神田駿河台二丁

目５番地から移転）に置き、平成２６年３月３１日現在、役員１５名（理事長１名、常務理事１
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名、理事１１名、監事２名）（うち非常勤１２名）及び職員２，５５４名（うち都派遣職員４１３

名）で、事務局、６病院、１センターをもって構成されている。 

 

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

 １ 監査の範囲 

   平成２４年度（平成２４．４．１～平成２５．３．３１）及び平成２５年度（平成２５．４．

１～平成２６．３．３１）の事業について実施した。 

 ２ 実地監査期間 

 （１）病院経営本部  平成２６年９月１１日及び同年１０月１０日 

 （２）福 祉 保 健 局  平成２６年１０月９日 

 （３）公    社  平成２６年９月１１日から同年１０月８日まで 

 

第４ 監査の結果 

 １ 運営に関する事項 

   公社は、病院運営、がん検診に関する事業などを実施している。 

   病院運営における平成２５年度の入院患者及び病床利用率実績は、延べ患者数が６０万９，１７３

人、病床利用率が７７．６％であり、外来患者の実績は、延べ患者数が８４万３，９２５人とな

っている。 

   がん検診事業における平成２５年度の一次検診、一般・精密検診、職域検診及びがんドックを

合わせた延べ受診者の実績は８万５，９３９人となっている。 

   平成２５年度における公社の収支状況は、経常収益５１８億５，９３３万余円、経常費用５１６

億２，１３０万余円、経常外収益８，１９０万余円、経常外費用１億２，４９８万余円、一般正

味財産増加額は１億９，４９４万余円、指定正味財産減少額は２億７６１万余円となっている。 

   平成２５年度末における公社の財政状態は、資産合計２０４億７，８７２万余円、負債合計  

１６６億３，４８０万余円、正味財産合計３８億４，３９１万余円となっている。 

   公社は、超高齢社会の到来など医療周辺環境の変化にも的確に対応し、地域の中核病院として、

地域住民が必要とする保健医療サービスの提供を続けていかなければならない。 

   一方、公社の財政は厳しい状況が続いており、公社が自律的で安定した運営を行っていくため

には、一層の経営努力により、財政基盤を強固にしていくことが必要である。事業運営に当たっ

ては、地域医療連携の強化や特色ある医療の推進等により患者の確保に努めるとともに、経費の

節減を図り、効果的、効率的な運営を行っていくことが望まれる。 

以上、運営状況について述べてきたが、公社の事業は別項指摘事項を除き、出えんの目的に沿

って適切に運営されていると認められる。 
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２ 指摘事項 

（１）団体 

  ア 損失医療費補塡金を返還すべきもの 

 公社の各病院は、都の二次救急医療機関として指定を受け、救急患者の受入れを行ってい

る。東京消防庁（以下「消防庁」という。）の救急車等により各病院に搬送された救急患者に

ついて、消防庁から公益社団法人東京都医師会（以下「医師会」という。）に宛てた「救急患

者による損失医療費の申請について（通知）」（平成２５年７月３０日付２５救医第３６０号。

以下「通知」という。）によると、消防庁は、救急患者の失踪等により徴収できずに損失とな

った各病院の医療費を補塡するために、医師会に対して、各病院からの損失医療費に係る申

請を取りまとめた上で消防庁に損失医療費補塡金の請求をするよう依頼している。当該請求

に基づき、消防庁は医師会を通じて各病院に損失医療費補塡金を交付している。 

     通知では、消防庁が医師会を通して各病院に補塡金を交付した後に、各病院が当該救急患

者又はその関係者から補塡された医療費を徴収できた場合は、各病院は医師会を通して補塡

金を消防庁に返還することとされている。 

     ところで、大久保病院で救急患者による損失医療費補塡金に係る申請、受入及び返還の事

務をみたところ、監査日（平成２６．１０．２）現在、表５のとおり、消防庁から医師会を

通じて損失医療費補塡金を受け入れた後に救急患者から徴収できた事例について、損失医療

費補塡金を返還しておらず、適正でない。 

   公社は、損失医療費補塡金を返還されたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

 （表５）返還すべき損失医療費補塡金 

患者 補塡金の受入日 患者から徴収した日 金額 

Ａ 

平成２４．４．１０

平成２６．２．２７ ４３，０９０円 

Ｂ 

平成２６．３．１０ 

１０，０００円 

Ｃ ２７，７６９円 

Ｄ ３５，１３１円 

Ｅ １１４，４０９円 

合計 ２３０，３９９円 
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イ 業者選定に係る委員会の設置要綱を見直すべきもの 

     公社の契約は、財務規程に基づき、指名競争入札又は随意契約により行うこととされてお

り、各病院及び事務局では、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、業者選定に係る委員

会（以下「委員会」という。）の設置要綱を策定している。 

     ところで、東部地域病院、多摩南部地域病院、多摩北部医療センター及び事務局における

委員会の設置要綱を見たところ、表６のとおり、各病院の要綱に定められた委員会の所管事

項は、事務局のものと異なっており、各病院間で比べても、対象としている契約の種類や予

定価格の金額等について、差異がある状況が認められた。 

   しかしながら、各病院の事業内容や事業規模は同程度であり、運営方法にも大きな違いは

ないことから、それぞれの委員会の所管事項について、統一性を欠いていることは、適切で

ない。 

     公社は、委員会の設置要綱を見直されたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

    （表６）各病院及び事務局の要綱で定められた委員会の主な所管事項 

病院等名 委員会の主な所管事項 

東部地域病院 

○委託契約に関する次の事項 

 a 契約方法 

 b 指名競争入札業者の選定 

 c 予定価格２００万円以上の随意契約業者の選定 

多摩南部地域病院 病院事業の委託業者選定 

多摩北部医療センター 
○１件の予定価格が５００万円を超える契約の業者選定 

○医薬品の購入に関する業者の選定 

事務局 

○次の指名競争入札に係る業者選定 

 a 予定価格２５０万円以上の工事請負契約 

 b 予定価格１６０万円以上の財産買入契約 

 c 予定価格８０万円以上の物件借入契約 

 d 予定価格５０万円以上の財産売払契約 

 e 予定価格３０万以上の貸付契約 

 f 予定価格１００万円以上のその他の契約 

○予定価格１００万円以上のその他の複数単価契約 

○競争性のない随意契約に係る特定の相手方の選定 
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   ウ 契約事務を適正に行うべきもの 

     多摩北部医療センターの指名業者選定委員会設置要綱の規定では、１件の予定価格が５００

万円を超える契約の指名競争入札に関して、指名業者選定委員会において、参加業者の適格

性について検討審議し、業者の選定を行うとしている。 

     ところで、多摩北部医療センターにおける高額医療機器の買入契約について見たところ、

表７のとおり、予定価格が５００万円を超える契約があるにもかかわらず、指名業者選定委

員会が開催されていないのは、適正でない。 

     公社は、契約事務を適正に行われたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

    （表７）指名業者選定委員会が開催されていない契約 

契約名 契約日 履行期限 契約金額 

超音波診断装置の買入れ 平成 26.3.1 平成 26.3.31 20,790,000 円

ＣО２レーザー外１点の買入れ 平成 26.3.1 平成 26.3.31 20,265,000 円

 

   エ 契約事務を適切に行うべきもの 

     多摩南部地域病院は、医療機器更新のため、買入契約を行っているが、平成２４年度の表

８に示す契約については、他社より安価で納入できることを理由として、機器製造者の販売

店と特命随意契約を行っている。 

     しかしながら、当該機器の販売業者は他にもあり、機器製造者の販売店が一番安価との理

由は確認できないにもかかわらず、競争による契約を行っていないのは、適切でない。 

     公社は、契約事務を適切に行われたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

 

    （表８）機器製造者の販売店と特命随意契約を行っている事例 

機種名 契約日 履行期限 契約金額 契約相手方 

内視鏡室検査システム

ほか一式 
平成 25.1.21 平成 25.3.29 37,876,436 円 Ｆ 

手術室用セントラルモ

ニタほか一式 
平成 25.1.21 平成 25.3.29 36,521,100 円 Ｇ 

集中治療室用モニタリ

ングシステムほか一式 
平成 25.1.21 平成 25.3.29 34,353,900 円 Ｇ 

 

 

 
- 199 -



 

 （２）団体及び局 

   ア 貸付物品に係る手続及び管理を適正に行うべきもの 

  都は、平成５年度の多摩南部地域病院の開設に伴い購入した物品について、公社と物品無償

貸付契約（以下「契約」という。）を締結し、公社へ貸し付けている。契約では、貸付物品は

多摩南部地域病院運営のために使用しなければならず、不用になった物品は、都への返還申請

を行い、都の承認を受けることとされている。また、毎年度末現在の貸付物品の使用状況につ

いて、翌年度の４月１４日までに都に報告することとされている。 

  ところで、多摩南部地域病院において、契約により都が貸し付けている物品の使用状況につ

いて見たところ、監査日（平成２６．１０．１）現在、表９のとおり、所在が確認できない物

品が認められた。これらの物品について、病院は、老朽化等により使用不能となったため、廃

棄したとしている。 

  しかしながら、公社は、これらの物品について、都への返還申請を行っておらず、都の承認

を受けないまま、病院の判断により廃棄している。さらに、公社は、これらの物品を含む貸付

物品について、平成２５年度末現在の使用状況として、適切に使用している旨の報告を都に行

っているが、事実に反しており、適正でない。 

  また、病院経営本部（以下「本部」という。）は、これらの物品は現存しないにもかかわら

ず、都の所有物品として管理している取扱いとなっている。 

  公社は、貸付物品に係る手続及び管理を適正に行われたい。 

  本部は、貸付物品の現状を把握し、物品管理を適正に行われたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

（病院経営本部） 

 

 （表９）監査日（平成２６．１０．１）現在、所在が確認できなかった物品 

物品名 数量 単価 金額 廃棄したとしている時期等 

運搬車 ３点 3,524,824 円 10,574,472 円 使用不能により、平成 20 年頃に廃棄

冷凍庫 １点 532,940 円 532,940 円 更新により、平成 14 年に廃棄 

トースター １点 85,665 円 85,665 円 廃棄時期不明 
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イ 医用電子血圧計に係る手続を適正に行うべきもの 

  産業労働局は、中小企業者の販路開拓を支援するために、認定した中小企業者が生産した新

商品等（以下「認定商品」という。）を購入し、都及び都の監理団体等が認定商品を試験的に

使用した上で都及び都の監理団体等から有用性や改善点等の評価を受け、認定商品の市場での

普及を促進する事業（以下「トライアル発注事業」という。）を行っている。 

  大久保病院は、本部を経由して産業労働局からトライアル発注事業への協力依頼を受け、試

験的使用及び評価に協力するために認定商品である医用電子血圧計（以下「血圧計」という。）

を導入した。 

  ところで、産業労働局の通知「平成２４年度新事業分野開拓者認定商品の購入依頼及びトラ

イアル発注等について」（平成２４年９月１２日付２４産労商創第６３８号）によると、産業

労働局が購入した血圧計を本部に所属換えしたときから大久保病院が産業労働局に評価の報

告をするまでの間に、本部は大久保病院と血圧計について無償で譲渡する契約を締結すること

とされている。 

  しかしながら、平成２５年７月８日に大久保病院が産業労働局に対し、血圧計に係る評価を

報告したにもかかわらず、監査日（平成２６．１０．２）現在に至るまで本部は大久保病院と

血圧計を無償で譲渡する契約を締結しておらず、大久保病院が血圧計を使用している根拠が不

明な状態となっており適正でない。 

  公社及び本部は、血圧計に係る手続を適正に行われたい。 

（公益財団法人東京都保健医療公社） 

（病院経営本部） 
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第５ 運営状況の概要 

 １ 運営状況 

 （１）事業実績 

   ア 開放型病院の運営 

     公社は、地域医療機関との機能連携に基づく地域医療のシステム化をより一層推進するた

め、東部地域病院、多摩南部地域病院、大久保病院、多摩北部医療センター、荏原病院及び

豊島病院の６病院で、病床数２，１５１床の施設規模により運営を行っている。 

   （注）開放型病院とは、病床や医療機器等を地域の診療所の医師等に開放し、共同診療や

共同利用を行う病院 

 

   （ア）診療実績 

     ａ 入院患者実績 

      平成２４年度及び平成２５年度の入院患者及び病床利用率の実績は、表１０のとおり

である。平成２５年度の実績は、延べ患者数が６０万９，１７３人、病床利用率が７７．６％

であり、平成２４年度と比べて、それぞれ２，１０６人、０．３ポイント減少している。 

 

（表１０）入院患者の実績 

区 分 

平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

１日当たり 
患者数 

（人） 

延べ患者数 
（人） 

病床利用率
（％） 

１日当たり
患者数 

（人） 

延べ患者数
（人） 

病床利用率
（％） 

１日当たり 
患者数 

（人） 

延べ患者数
（人） 

病床利用率
（％） 

東部地域 
病院 

251.9 91,940 84.0 245.5 89,602 81.8 6.4 2,338 2.2

多摩南部 
地域病院 

219.7 80,182 73.2 206.6 75,409 68.9 13.1 4,773 4.3

大久保 
病院  

240.6 87,819 80.2 247.1 90,182 82.4 △  6.5 △ 2,363 △ 2.2

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

268.6 98,031 81.9 279.8 102,110 85.3 △ 11.2 △ 4,079 △ 3.4

荏原病院 334.5 122,089 66.9 344.6 125,761 68.9 △ 10.1 △ 3,672 △ 2.0

豊島病院 353.7 129,112 83.6 351.3 128,215 83.0 2.4 897 0.6

合 計 1,669.0 609,173 77.6 1,674.7 611,279 77.9 △  5.7 △ 2,106 △ 0.3

（注）１日当たり患者数は、延べ患者数を稼働日数（両年度とも３６５日）で除した数値である。 

 

 ｂ 外来患者実績 

       平成２４年度及び平成２５年度の外来患者の実績は、表１１のとおりである。平成２５

年度の実績は、延べ患者数が８４万３，９２５人であり、平成２４年度と比べて、    

２，３６２人減少している。 
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（表１１）外来患者の実績 

区分 

平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

１日当たり 
患者数（人）

延べ患者数 
（人） 

１日当たり 
患者数（人）

延べ患者数 
（人） 

１日当たり 
患者数（人） 

延べ患者数 
（人） 

東部地域 
病院 

395.0 116,140 371.9 108,980 23.1 7,160

多摩南部 
地域病院 

351.8 103,437 336.2 98,501 15.6 4,936

大久保 
病院 

353.6 103,964 388.2 113,741 △   34.6 △   9,777

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

426.2 125,299 440.6 129,105 △   14.4 △   3,806

荏原病院 747.4 219,727 791.8 231,991 △   44.4 △  12,264

豊島病院 596.5 175,358 559.6 163,969 36.9 11,389

合 計 2,870.5 843,925 2,888.4 846,287 △   17.9 △   2,362

（注）１日当たり患者数は、延べ患者数を稼働日数（平成２４年度２９３日、平成２５年度２９４日）で

除した数値である。 

 

 ｃ 患者１人１日当たり診療収益 

       平成２４年度及び平成２５年度の患者１人１日当たりの診療収益は、表１２のとおり

である。平成２５年度の実績は、入院患者は４万９，５９３円、外来患者は１万１，９２１

円であり、平成２４年度と比較して、入院患者は１，５２６円（３．２％）、外来患

者は４５２円（３．９％）増加している。 

 

（表１２）患者 1 人 1 日当たり診療収益                   （単位：円、％） 

区分 
平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

入院 外来 入院 外来 
入院 外来 

金額 率 金額 率 
東部地域 
病院 

54,004 13,571 54,829 13,420 △  825 △ 1.5 151 1.1

多摩南部 
地域病院 

50,530 14,877 49,002 14,462 1,528 3.1 415 2.9

大久保 
病院 

48,020 13,317 46,830 12,298 1,190 2.5 1,019 8.3

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

48,271 12,187 45,609 11,256 2,662 5.8 931 8.3 

荏原病院 45,428 10,084 44,499 9,948 929 2.1 136 1.4

豊島病院 51,882 10,367 49,118 10,117 2,764 5.6 250 2.5

全病院 49,593 11,921 48,067 11,469 1,526 3.2 452 3.9
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   （イ）地域医療機関との連携 

   地域医療機関との連携を推進するため、紹介予約制、返送・逆紹介制、高額医療機器の

共同利用などを実施している。 

   紹介、返送、逆紹介患者数及び医療機器共同利用の実績は、表１３及び表１４のとおり

である。 

 

（表１３）紹介・返送・逆紹介患者数                      （単位：人） 

区 分 

平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

紹介 返送 逆紹介 紹介 返送 逆紹介 紹介 返送 逆紹介

東部地域 
病院 

17,307 8,737 3,769 16,465 7,823 3,174 842 914 595

多摩南部 
地域病院 

11,207 5,024 3,033 10,821 5,642 2,755 386 △  618 278

大久保 
病院 

4,785 4,595 3,322 4,685 4,814 2,607 100 △  219 715

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

7,366 6,377 7,411 6,619 4,850 5,323 747 1,527 2,088

荏原病院 11,326 8,012 4,605 11,773 7,720 3,647 △ 447 292 958

豊島病院 9,369 5,912 4,338 8,915 4,646 2,519 454 1,266 1,819

合 計 61,360 38,657 26,478 59,278 35,495 20,025 2,082 3,162 6,453

（注）「返送」とは紹介による患者の治療を終えた後、紹介元の医療機関へ引き続き診療を依頼するこ

とであり、「逆紹介」とは紹介元以外の医療機関を紹介すること。 

 

（表１４）主な高額医療機器の共同利用実績                   （単位：件） 

区 分 

ＭＲＩ ＣＴ ＲＩ 増（△）減 

２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ２５年度 ２４年度 ＭＲＩ ＣＴ ＲＩ 

東部地域 
病院 

1,654 1,703 1,010 1,056 301 240 △ 49 △ 46 61

多摩南部 
地域病院 

798 762 875 946 132 135 36 △ 71 △  3

大久保 
病院 

1,390 1,326 684 705 66 91 64 △ 21 △ 25

多摩北部 
医療ｾﾝﾀｰ 

740 602 345 357 37 53 138 △ 12 △ 16

荏原病院 2,441 2,436 1,598 1,733 87 79 5 △135 8

豊島病院 587 593 530 529 22 35 △  6 1 △ 13

合 計 7,610 7,422 5,042 5,326 645 633 188 △284 12

 

   イ がん検診事業（東京都がん検診センター） 

     がん検診事業は、区市町村から委託を受けて住民の検診を行う一次検診等の検診事業、検

診従事者に対する教育、研修事業及び保健医療に関する事業の受託事業等を行っている。 
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   （ア）検診事業 

      区市町村からの委託を受けて、施設及び集団検診車により、胃がん、大腸がん、子宮が

ん等の一次検診を行っているほか、自分から受診を希望する者、一次検診で要精密検査と

なった者等の一般・精密検診を行っている。そのほか、都区市町村等の委託による職員の

職域検診、日帰りがんドックを実施している。事業実績は表１５のとおりである。 

 

（表１５）検診事業実績                       （単位：団体、人、％） 

区分 
平成２５年度 

（Ａ） 
平成２４年度 

（Ｂ） 

増（△）減 

人数 
（C）= (A)-（B） 

率（％） 
(C）/(B)×100 

一次検診 
（１７団体） 

43,117
（１７団体） 

41,138
 

1,979 4.8

一般・精密検診 28,886 26,104 2,782 10.7

職域検診 13,375 16,125 △    2,750 △     17.1

がんドック 561 537 24 4.5

合計 85,939 83,904 2,035 2.4

 

（イ）検診従事者に対する教育・研修事業 

      がん検診に従事する医師、医療技術者等に対して、知識の習得や技術向上のため、細胞

検査士養成所を設置、運営する等、教育、研修を実施している。事業実績は表１６のとお

りである。 

 

（表１６）研修実績                        （単位：人） 

研修種別 
平成２５年度 

（Ａ） 
平成２４年度 

（Ｂ） 
増（△）減 

（C）= (A)-（B） 

細胞検査士 
養成所 

養成講座 28 23 5 

公開講座 494 521 △   27 

マンモグラ
フィ研修会 

読影入門編 141 129 12 

ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ入門編 63 72 △    9 

乳がん検診従事者講演会 92 214 △   122 

胃Ｘ線従事者講演会 39 42 △      3 

医師・コメディカル個別研修 166 181 △   15 

合計 1,023 1,182 △    159 
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（ウ）保健医療に関する事業の受託 

      都から、東京都生活習慣病検診従事者講習会事業、マンモグラフィ読影医師等養成研修

事業及び東京都におけるがん検診精度管理評価事業を受託している。各事業の概要は以下

のとおりである。 

ａ 東京都生活習慣病検診従事者講習会事業 

       胃がん等の各種検診及び基本健康診査に従事する者の資質向上、区市町村等の実施す

る医療以外の保健事業を担当する職員に対し、「健康診査」に関する基礎的な知識を付与

することを目的として、講習会を表１７のとおり実施している。 

 

（表１７）東京都生活習慣病検診従事者講習会実績               （単位：回、人） 

  区分 
平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

開催回数 参加者数 開催回数 参加者数 開催回数 参加者数

胃がん検診読影従事者講習会 1 55 1 25 0 30

胃がん検診Ｘ線撮影従事者講習会 2 63 2 56 0 7

子宮頸がん検診従事者講習会（※） 2 113 2 105 0 8

肺がん検診従事者講習会 2 83 2 87 0 △    4

乳がん検診従事者講習会 2 122 2 112 0 10

大腸がん検診従事者講習会 1 41 1 43 0 △    2

細胞診従事者講習会 3 142 4 225 △    1 △   83

特定健康診査事務系職員講習会 1 66 － － 1 66

合計 14 685 14 653 0 32

※ 平成２４年度は子宮がん検診従事者講習会を実施 

 

ｂ マンモグラフィ読影医師等養成研修事業 

       マンモグラフィによる乳がん検診に従事する医師や診療放射線技師の読影・撮影能力

の向上を図ることにより、区市町村が行うマンモグラフィによる乳がん検診の一層の普

及・定着を図ることを目的として、講習会を表１８のとおり実施している。 

 

（表１８）マンモグラフィ読影医師等養成研修事業実績             （単位：回、人） 

  区分 
平成２５年度 平成２４年度 増（△）減 

開催回数 参加者数 開催回数 参加者数 開催回数 参加者数

マンモグラフィ読影研修（医師対象） 2 83 2 93 0 △   10

マンモグラフィ技術研修 

（診療放射線技師対象） 2 94 2 98 0 △    4

合計 4 177 4 191 0 △    14
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 （エ）東京都におけるがん検診精度管理評価事業 

      区市町村が行うがん検診における精度管理を充実させるとともに、東京都全体のがん検

診事業の評価を行い、より精度の高いがん検診の実施に寄与することを目的として、区市

町村が行うがん検診における精度管理評価を行っている。 

対象となる東京都内の６２区市町村に検診チェックシートを送付し、その回答内容を分

析した上で事業評価結果及び現状と課題について都へ報告を行っている。 

 

 （２）収支状況 

    公社は、公益法人会計基準に基づき、公益目的事業会計である地域医療確保事業会計及び健

康増進推進事業会計の２会計と法人会計とに区分し、経理している。 

平成２４年度及び平成２５年度の比較正味財産増減計算書は別表１のとおりであり、会計別

の運営成績を示す内訳書は、別表２及び別表３のとおりである。 

平成２５年度における経常収益は５１８億５，９３３万余円であり、平成２４年度（５０２

億５，３８３万余円）と比較して１６億５４９万余円（３．２％）増加している。これは主に、

患者１人１日当たりの診療収益の増、がん検診の受診者の増などにより事業収益が１４億９１６

万余円増加したことによるものである。経常費用は５１６億２，１３０万余円であり、平成２４

年度（５０２億１，５２０万余円）と比較して１４億６１０万余円（２．８％）増加している。

これは主に、人件費や委託費の増などにより事業費が１４億２３６万余円増加したことによる

ものである。経常外収益は８，１９０万余円、経常外費用は１億２，４９８万余円である。 

この結果、平成２５年度の一般正味財産増減額は１億９，４９４万余円の増加となり、平成

２４年度（２，４２５万余円の減少）と比較して増加に転じた。指定正味財産増減額は２億  

７６１万余円の減少となっている。 

平成２５年度における各会計別の収支状況については、以下のとおりである。 

   ア 地域医療確保事業会計 

     本会計は、開放型病院の設置及び運営等に係る事業を経理している。 

     経常収益は５０３億７，８１０万余円であり、主なものは、診療収入等の事業収益が４２１

億３，７４４万余円、受取補助金等が８２億９２１万余円である。経常費用は５０１億   

２，３１４万余円であり、これは、給料や委託費等の事業費である。経常外収益は８，１４０

万余円、経常外費用は１億１，６３１万余円である。 

     この結果、当期一般正味財産増減額は２億２，００４万余円の増加となっている。 

   イ 健康増進推進事業会計 

     本会計は、がん検診に関する事業を経理している。 

     経常収益は１４０億６８７万余円であり、主なものは、検診事業収入等の事業収益が７億

６，２３２万余円、受取補助金等が６億４，２６６万余円である。経常費用は１４億２，３８０

万余円であり、これは、給料や委託費等の事業費である。経常外収益は５０万余円、経常外

費用は８６６万余円である。 
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     この結果、当期一般正味財産増減額は２，５０９万余円の減少となっている。 

   ウ 法人会計 

     本会計は、公社の管理運営を経理している。 

     経常収益及び経常費用は、共に７，９５７万余円である。経常収益は、受取補助金等であ

り、経常費用は、役員報酬や給料等の管理費である。 

 

 （３）財政状態 

    平成２４年度及び平成２５年度の比較貸借対照表は、別表４のとおりである。 

    平成２５年度末の資産合計は２０４億７，８７２万余円、負債合計は１６６億３，４８０万

余円、正味財産合計は３８億４，３９１万余円となっている。 

    資産合計は、平成２４年度（１９８億５，００５万余円）と比較して６億２，８６６万余円

（３．２％）増加している。これは、現金預金の増などにより流動資産が１億２，７７８万余

円、有形リース資産の増などにより固定資産が５億８７万余円、それぞれ増加したことによる

ものである。 

    負債合計は、平成２４年度（１５９億９，３４７万余円）と比較して６億４，１３２万余円

（４．０％）増加している。これは、未払金の減などにより流動負債が３億２，２３６万余円

減少したものの、長期リース債務及び退職給付引当金の増により固定負債が９億６，３６９万

余円増加したことによるものである。 

    正味財産合計は、平成２４年度（３８億５，６５８万余円）と比較して、１，２６６万余円

（０．３％）減少している。これは、一般正味財産が１億９，４９４万余円増加したものの、

国庫補助金、都補助金等の指定正味財産が２億７６１万余円減少したことによるものである。 

ア キャッシュフローについて 

平成２５年度の現金預金の増減は、別表５のキャッシュ・フロー計算書のとおりである。 

現金預金は、事業活動により３３億７，５６６万余円を調達し、投資活動により１９億  

１，４７３万余円、財務活動により８億９，２７４万余円それぞれ使用した結果、５億    

６，８１７万余円の増加となっている。 

 

 （４）運営環境に関する評価 

    運営環境について、事業活動、財務活動等の観点から確認を行った結果、事業環境及び事業

運営において、次のとおり、留意すべき点が見受けられた。 

   ア 事業の運営環境及び事業運営 

     昭和６３年の公社設立から２６年が経過し、この間、高齢化の進展や医学の進歩による医

療の高度化・専門化により、医療ニーズは複雑化・多様化してきた。今後も、超高齢社会の

到来など医療周辺環境の変化は続くことが見込まれる中、公社は、環境の変化にも的確に対

応し、地域の中核病院として、地域住民が必要とする保健医療サービスの提供を続けていか
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なければならない。 

     一方、公社の財政について見ると、平成２５年度の一般正味財産は１億９，４９４万余円

の増加を確保したものの、年度末の一般正味財産残高は３５億５，７４４万余円の欠損を計

上するなど、厳しい財政状況が続いている。 

     今後、公社が自律的で安定した運営を行っていくためには、一層の経営努力により、財政

基盤を強固にしていくことが必要である。事業運営に当たっては、地域医療連携の強化や特

色ある医療の推進等により患者の確保に努めるとともに、経費の節減を図り、効果的、効率

的な運営を行っていくことが望まれる。 
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（別表１）比較正味財産増減計算書

（単位：円、％）

平成２５年度 平成２４年度

（Ａ） （Ｂ）
金　額

(C）＝(A)-(B)
率

（C）/(B)×100

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1)経常収益

基本財産運用益 10,279,107 5,335,186 4,943,921 92.7

事業収益 42,894,554,344 41,485,392,172 1,409,162,172 3.4

受取補助金等 8,931,447,731 8,730,156,652 201,291,079 2.3

受取寄附金 10,794,655 13,030,411 2,235,756△         17.2△         

雑収益 12,255,983 19,917,405 7,661,422△         38.5△         

経常収益計 51,859,331,820 50,253,831,826 1,605,499,994 3.2

(2)経常費用

事業費 51,541,739,453 50,139,378,643 1,402,360,810 2.8

管理費 79,566,746 75,827,345 3,739,401 4.9

経常費用計 51,621,306,199 50,215,205,988 1,406,100,211 2.8

当期経常増減額 238,025,621 38,625,838 199,399,783 516.2

２　経常外増減の部

(1)経常外収益

受取補助金等 75,225,302 11,022,854 64,202,448 582.4

受取寄附金 1,498,390 832,184 666,206 80.1

貸倒引当金戻入益 5,185,827 0 5,185,827 －

経常外収益計 81,909,519 11,855,038 70,054,481 590.9

(2)経常外費用

固定資産除却損失 86,072,868 11,802,537 74,270,331 629.3

特別損失 38,915,074 62,930,776 24,015,702△        38.2△         

経常外費用計 124,987,942 74,733,313 50,254,629 67.2

当期経常外増減額 43,078,423△        62,878,275△        19,799,852 31.5△         

当期一般正味財産増減額 194,947,198 24,252,437△        219,199,635 903.8△        

一般正味財産期首残高 3,752,392,378△     3,728,139,941△     24,252,437△        0.7

一般正味財産期末残高 3,557,445,180△     3,752,392,378△     194,947,198 5.2△          

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 8,810,244,956 8,519,984,174 290,260,782 3.4

基本財産運用益 10,287,107 5,343,186 4,943,921 92.5

一般正味財産への振替額 9,028,145,185△     8,759,627,287△     268,517,898△       3.1

当期指定正味財産増減額 207,613,122△       234,299,927△       26,686,805 11.4△         

指定正味財産期首残高 7,608,977,802 7,843,277,729 234,299,927△       3.0△          

指定正味財産期末残高 7,401,364,680 7,608,977,802 207,613,122△       2.7△          

Ⅲ　正味財産期末残高 3,843,919,500 3,856,585,424 12,665,924△        0.3△          

増（△）減
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（別表２）平成２５年度正味財産増減計算書内訳表

（単位：円、％）

地域医療確保事業会計 健康増進推進事業会計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1)経常収益

基本財産運用益 10,052,967 226,140 0 0 10,279,107

事業収益 42,137,448,735 762,320,249 0 5,214,640△        42,894,554,344

受取補助金等 8,209,210,497 642,666,248 79,570,986 0 8,931,447,731

受取寄附金 10,294,875 499,780 0 0 10,794,655

雑収益 11,094,610 1,161,373 0 0 12,255,983

経常収益計 50,378,101,684 1,406,873,790 79,570,986 5,214,640△        51,859,331,820

(2)経常費用

事業費 50,123,143,955 1,423,805,898 0 5,210,400△        51,541,739,453

管理費 0 0 79,570,986 4,240△            79,566,746

経常費用計 50,123,143,955 1,423,805,898 79,570,986 5,214,640△        51,621,306,199

当期経常増減額 254,957,729 16,932,108△       0 0 238,025,621

２　経常外増減の部

(1)経常外収益

受取補助金等 75,088,423 136,879 0 0 75,225,302

受取寄附金 1,133,776 364,614 0 0 1,498,390

貸倒引当金戻入益 5,185,827 0 0 0 5,185,827

経常外収益計 81,408,026 501,493 0 0 81,909,519

(2)経常外費用

固定資産除却損失 77,403,704 8,669,164 0 0 86,072,868

特別損失 38,915,074 0 0 0 38,915,074

経常外費用計 116,318,778 8,669,164 0 0 124,987,942

当期経常外増減額 34,910,752△       8,167,671△        0 0 43,078,423△       

当期一般正味財産増減額 220,046,977 25,099,779△       0 0 194,947,198

一般正味財産期首残高 3,752,392,378△    

一般正味財産期末残高 3,557,445,180△    

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 8,087,781,855 640,922,404 81,540,697 0 8,810,244,956

基本財産運用益 10,060,791 226,316 0 0 10,287,107

一般正味財産への振替額 8,304,680,540△    643,893,659△      79,570,986△       0 9,028,145,185△    

当期指定正味財産増減額 206,837,894△      2,744,939△        1,969,711 0 207,613,122△      

指定正味財産期首残高 7,608,977,802

指定正味財産期末残高 7,401,364,680

Ⅲ　正味財産期末残高 3,843,919,500

合計　　
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去
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（別表３）平成２４年度正味財産増減計算書内訳表

（単位：円、％）

地域医療確保事業会計 健康増進推進事業会計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1)経常収益

基本財産運用益 5,214,077 121,109 0 0 5,335,186

事業収益 40,763,477,919 726,068,233 0 4,153,980△        41,485,392,172

受取補助金等 7,972,689,393 681,639,914 75,827,345 0 8,730,156,652

受取寄附金 12,035,094 995,317 0 0 13,030,411

雑収益 18,217,316 1,754,897 0 54,808△           19,917,405

経常収益計 48,771,633,799 1,410,579,470 75,827,345 4,208,788△        50,253,831,826

(2)経常費用

事業費 48,735,299,393 1,408,288,038 0 4,208,788△        50,139,378,643

管理費 0 0 75,827,345 0 75,827,345

経常費用計 48,735,299,393 1,408,288,038 75,827,345 4,208,788△        50,215,205,988

当期経常増減額 36,334,406 2,291,432 0 0 38,625,838

２　経常外増減の部

(1)経常外収益

受取補助金等 11,001,210 21,644 0 0 11,022,854

受取寄附金 719,992 112,192 0 0 832,184

経常外収益計 11,721,202 133,836 0 0 11,855,038

(2)経常外費用

固定資産除却損失 11,567,304 235,233 0 0 11,802,537

特別損失 62,605,078 325,698 0 0 62,930,776

経常外費用計 74,172,382 560,931 0 0 74,733,313

当期経常外増減額 62,451,180△       427,095△          0 0 62,878,275△       

当期一般正味財産増減額 26,116,774△       1,864,337 0 0 24,252,437△       

一般正味財産期首残高 3,728,139,941△    

一般正味財産期末残高 3,752,392,378△    

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 7,769,027,826 675,129,003 75,827,345 0 8,519,984,174

基本財産運用益 5,221,896 121,290 0 0 5,343,186

一般正味財産への振替額 8,000,909,768△    682,890,174△      75,827,345△       0 8,759,627,287△    

当期指定正味財産増減額 226,660,046△      7,639,881△        0 0 234,299,927△      

指定正味財産期首残高 7,843,277,729

指定正味財産期末残高 7,608,977,802

Ⅲ　正味財産期末残高 3,856,585,424

合計　　
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去
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（別表４）比較貸借対照表　

（単位：円、％）

平成２５年度 平成２４年度

（Ａ） （Ｂ）
金　額

（C）=（A）-(B）
率

（C)/(B)×100

2,437,351,415 1,869,172,213 568,179,202 30.4

6,979,480,523 7,486,989,701 507,509,178△     6.8△         

572,243,333 551,835,750 20,407,583 3.7

66,821,000 42,698,018 24,122,982 56.5

58,672,665△       81,260,973△       22,588,308 27.8△        

9,997,223,606 9,869,434,709 127,788,897 1.3

投資有価証券 512,901,200 512,893,200 8,000 0.0

預金 162,800 162,800 0 0

513,064,000 513,056,000 8,000 0.0

退職給付引当資産 676,869,250 665,852,380 11,016,870 1.7

減価償却引当資産 481,558,811 531,678,686 50,119,875△      9.4△         

修繕引当資産 19,093,671 20,014,918 921,247△         4.6△         

建物附属設備 197,823,498 100,401,218 97,422,280 97.0

構築物 152,074,255 152,074,255 0 0

車両運搬具 24,249,131 24,249,131 0 0

什器備品 14,591,924,535 14,281,316,056 310,608,479 2.2

建設仮勘定 0 49,029,750 49,029,750△      100△       

減価償却累計額 11,301,135,328△   10,687,985,358△   613,149,970△     5.7

ソフトウェア 1,143,894,086 693,117,459 450,776,627 65.0

ソフトウェア仮勘定 0 352,607,850 352,607,850△     100△       

電話加入権 5,572,800 5,572,800 0 0

敷金 22,046,986 378,000 21,668,986 －

保証金 24,700,320 24,700,320 0 0

その他固定資産 31,400 31,400 0 0

特定資産合計 6,038,703,415 6,213,038,865 174,335,450△     2.8△         

建物附属設備 387,153,166 249,905,354 137,247,812 54.9

構築物 48,878,633 44,390,133 4,488,500 10.1

車両運搬具 47,929,678 46,414,286 1,515,392 3.3

什器備品 2,840,141,507 2,822,173,890 17,967,617 0.6

建設仮勘定 27,412,560 3,727,500 23,685,060 635.4

有形リース資産 4,521,001,873 3,883,246,374 637,755,499 16.4

減価償却累計額 4,159,561,874△    4,051,646,120△    107,915,754△     2.7

ソフトウェア 123,701,849 139,856,026 16,154,177△      11.6△        

敷金 1,213,000 1,212,000 1,000 0.1

無形リース資産 91,842,095 115,231,479 23,389,384△      20.3△        

その他固定資産 17,890 17,890 0 0

その他固定資産合計 3,929,730,377 3,254,528,812 675,201,565 20.7

固定資産合計 10,481,497,792 9,980,623,677 500,874,115 5.0

資産合計 20,478,721,398 19,850,058,386 628,663,012 3.2

(3)その他固定資産

基本財産合計

貸倒引当金

(1)基本財産

(2)特定資産

前払金

流動資産合計

科　　　　　　　　目
増（△）減

２　固定資産

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

未収金

貯蔵品
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（単位：円、％）

平成２５年度 平成２４年度

（Ａ） （Ｂ）
金　額

（C）=（A）-(B）
率

（C)/(B)×100

１　流動負債

未払金 5,040,049,237 5,293,134,349 253,085,112△     4.8△         

短期リース債務 899,860,615 682,095,328 217,765,287 31.9

都補助金返還金 1,562,423,461 1,839,611,241 277,187,780△     15.1△        

賞与引当金 1,328,264,393 1,305,779,177 22,485,216 1.7

前受金 4,400,000 5,852,000 1,452,000△       24.8△        

預り金 183,450,669 214,343,239 30,892,570△      14.4△        

9,018,448,375 9,340,815,334 322,366,959△     3.5△         

２　固定負債

1,934,924,867 1,516,054,308 418,870,559 27.6

退職給付引当金 5,681,428,656 5,136,603,320 544,825,336 10.6

固定負債合計 7,616,353,523 6,652,657,628 963,695,895 14.5

負債合計 16,634,801,898 15,993,472,962 641,328,936 4.0

１　指定正味財産

国庫補助金 8,970,513 15,129,288 6,158,775△       40.7△        

都補助金 6,860,514,527 7,050,783,829 190,269,302△     2.7△         

寄附金 531,815,640 543,008,685 11,193,045△      2.1△         

基本財産受取利息 64,000 56,000 8,000 14.3

指定正味財産合計 7,401,364,680 7,608,977,802 207,613,122△     2.7△         

（うち基本財産への充当額） 513,064,000 513,056,000 8,000 0.0

（うち特定資産への充当額） 5,228,300,680 5,414,921,802 186,621,122△     3.4△         

２　一般正味財産

3,557,445,180△    3,752,392,378△    194,947,198 5.2△         

（うち基本財産への充当額） 0 0 0 －

（うち特定資産への充当額） 133,533,485 132,264,683 1,268,802 1.0

正味財産合計 3,843,919,500 3,856,585,424 12,665,924△      0.3△         

負債及び正味財産合計 20,478,721,398 19,850,058,386 628,663,012 3.2

Ⅲ　正味財産の部

一般正味財産

流動負債合計

長期リース債務

科　　　　　　　　目
増（△）減

Ⅱ　負債の部
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（別表５）キャッシュ・フロー計算書

                 （単位：円、％）

平成２５年度 平成２４年度

（Ａ） （Ｂ）
金　額

(C）＝(A)-(B)
率

（C）/(B)

１　当期一般正味財産増減額 194,947,198 24,252,437△      219,199,635 903.8△    

２　キャッシュ･フローへの調整額

減価償却費 2,816,890,873 2,774,434,798 42,456,075 1.5

固定資産除却損 86,072,868 11,802,537 74,270,331 629.3

貸倒引当金の増減額 22,588,308△      1,108,485 23,696,793△      －

賞与引当金の増減額 22,485,216 21,235,109 1,250,107 5.9

退職給付引当金の増減額 544,825,336 686,313,265 141,487,929△     20.6△     

未収金の増減額 514,509,178 164,532,427△     679,041,605 412.7△    

貯蔵品の増減額 20,407,583△      11,099,196△      9,308,387△       83.9

その他流動資産の増減額 24,122,982△      16,051,931 40,174,913△      250.3△    

未払金の増減額 239,096,158△     504,859,967△     265,763,809 52.6△     

都補助金返還金の増減額 277,187,780△     1,661,454△       275,526,326△     －

その他流動負債の増減額 32,344,570△      8,524,942 40,869,512△      479.4△    

その他 19,303,100 1,567,774△       20,870,874 －

指定正味財産からの振替額 9,028,145,185△   8,759,627,287△   268,517,898△     3.1

小計 5,639,805,995△   5,923,877,038△   284,071,043 4.8△      

３　指定正味財産増加収入

受取都補助金 8,696,147,956 8,379,429,174 316,718,782 3.8

受取国庫補助金 114,097,000 140,555,000 26,458,000△      18.8△     

基本財産受取利息 10,279,107 5,335,186 4,943,921 92.7

小計 8,820,524,063 8,525,319,360 295,204,703 9.4

事業活動によるキャッシュ・フロー 3,375,665,266 2,577,189,885 798,475,381 31.0

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資活動収入

敷金戻り収入 326,000 1,248,667 922,667△         73.9△     

退職給付引当資産取崩収入 342,310,130 199,578,922 142,731,208 71.5

減価償却引当資産取崩収入 1,764,210,181 1,681,000,000 83,210,181 5.0

修繕引当資産取崩収入 921,247 354,825 566,422 159.6

投資活動収入計 2,107,767,558 1,882,182,414 225,585,144 12.0

２　投資活動支出

建物附属設備建設支出 160,333,417△     65,316,108△      95,017,309△      145.5

構築物購入支出 1,542,600△       7,803,500△       6,260,900 80.2△     

車両運搬具購入支出 1,515,392△       0 1,515,392△       －

什器備品購入支出 1,148,970,704△   888,881,837△     260,088,867△     29.3

建設仮勘定支出 0 3,727,500△       3,727,500 100△    

ソフトウェア購入支出 613,728,684△     364,128,526△     249,600,158△     68.5

敷金支出 28,995,986△      545,000△         28,450,986△      －

退職給付引当資産取得支出 353,327,000△     283,629,000△     69,698,000△      24.6

減価償却引当資産取得支出 1,714,090,306△   1,802,491,945△   88,401,639 4.9△      

投資活動支出計 4,022,504,089△   3,416,523,416△   605,980,673△     17.7

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,914,736,531△   1,534,341,002△   380,395,529△     24.8

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0 －

２　財務活動支出

リース債務返済支出 892,749,533△     674,443,241△     218,306,292△     32.4

財務活動支出計 892,749,533△     674,443,241△     218,306,292△     32.4

財務活動によるキャッシュ・フロー 892,749,533△     674,443,241△     218,306,292△     32.4

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 568,179,202 368,405,642 199,773,560 54.2

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,869,172,213 1,500,766,571 368,405,642 24.5

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,437,351,415 1,869,172,213 568,179,202 30.4

増（△）減
科　　　　　目

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ･フロー
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